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「（仮称）ふじさわジェンダー平等プラン２０３０（素案）」に関する 

パブリックコメント（市民意見公募）の実施結果について 

 

 「（仮称）ふじさわジェンダー平等プラン２０３０（素案）」に関するパブリックコメ

ント（市民意見公募）の実施結果について，次のとおり本市の意見を付して公表します。 

 なお，提出された意見は，趣旨を損なわない範囲で類型化・要約しています。 

 

１ 実施概要 

件 名 「（仮称）ふじさわジェンダー平等プラン２０３０（素案）」について 

公募期間 
２０２０年（令和２年）１０月１３日（火）から 

２０２０年（令和２年）１１月１１日（水）まで 

配布資料等 「（仮称）ふじさわジェンダー平等プラン２０３０（素案）」 

資料の 

閲覧場所 

人権男女共同平和課，市役所（本庁舎・分庁舎）総合案内， 

市政情報コーナー，各市民センター・公民館，市ホームページ 

周知方法 広報ふじさわ９月２５日号，市ホームページ 

意見等を 

提出できる方 

市内在住・在勤・在学の方，市内に事業所などを有する方， 

その他利害関係者 

意見公募方法 

所定の意見書または任意の用紙に，氏名・住所・意見等の必要事項を

記入し，郵送，ファクス，持参，市ホームページ用の専用提出フォー

ム（電子申請）の方法で人権男女共同平和課に提出 

 

２ 実施結果 

 計画の素案に対して，１３人から４２件の意見をいただきました。 

なお，計画案に具体的に反映した意見は２件です。 

（１） 意見の内訳 

項 目 件 数 

ア 計画の基本的な考え方に関するもの １３ 

イ 藤沢市の現状に関するもの ６ 

ウ 重点目標と課題・施策の方向性に関するもの ２０ 

「重点目標１ 人権を尊重したジェンダー平等の社会づくり」に関するもの ４ 

「重点目標２ あらゆる分野でのジェンダー平等の促進」に関するもの ４ 

「重点目標３ ワーク・ライフ・バランスの推進」に関するもの １ 

「重点目標４ あらゆる暴力の根絶」に関するもの ４ 

「重点目標５ 多様な性を尊重する社会づくり」に関するもの ７ 

エ その他 ３ 

合 計 ４２ 

 

令和３年２月 藤沢市議会定例会 

総 務 常 任 委 員 会 資 料 ２ 
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（２） 意見提出方法の内訳 

方 法 人 数 件 数 

郵送 ５ ６ 

市ホームページ ８ ３６ 

合 計 １３ ４２ 

 

（３） 意見等の反映状況 

項 目 件 数 

ア 計画に反映させる ２ 

イ 計画に考え方が含まれている １８ 

ウ 施策等として取り組んでいる ４ 

エ 今後の取組の参考とする １８ 

計 ４２ 

 

（４） 計画に反映させた意見 

意 見 等 の 概 要 反 映 内 容 

計画の基本的な考え方について 

 

方向性や理念には賛成だが，現実との乖離

を感じる。プランの実効性の視点からも，

具体的達成目標を決めて取り組む必要性

があるのではないか。 

 

〔同様意見他に１件〕 

 

 

 

「第４章 推進体制と進捗管理」におい

て，「４ ふじさわジェンダー平等プラン

２０３０～藤沢市男女共同参画計画～の

指標項目」として表記。 

 

 

以 上 

 

（事務担当 企画政策部 人権男女共同平和課） 



番　号 意見概要 市の考え方 反映状況

１－１
基本理念から事業内容まで十分に網羅され
ていると思う。

ご意見として参考にさせていただきます。
また、プランにつきましては、社会情勢の変化
や計画の進捗状況、市民意識調査の実施結果な
どを踏まえて、おおむね５年ごとの改定を予定
しております。

計画に考え
方が含まれ
ている

１－２

時代が変化する中で、「人権」「平等」
「個人の尊厳」といった普遍的理念を大切
にしながら、よりよい方向性を示してもら
いたい。

〔同様意見他に２件〕

憲法に基づく男女平等を前提として制定された
「男女共同参画社会基本法」に基づく計画とし
て、人権を尊重したジェンダー平等の社会づく
りを進めてまいります。

計画に考え
方が含まれ
ている

１－３

「男女共同参画プラン」から「ジェンダー
平等プラン」への名称変更など、男女二元
論ではなく、多様な性を包摂していてよい
と思う。

〔同様意見他に１件〕

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）における17の
目標の一つとして「ジェンダー平等の実現」が
掲げられていること、また、次世代に向けて、
多様な生き方や考え方を認め合うまちづくりを
さらに進め、「男女」に限らず、誰もが生きや
すい社会の実現をめざしてまいります。

計画に考え
方が含まれ
ている

１－４

本来、男女を問わず、誰にとっても実現さ
れるべきワーク・ライフ・バランスが、女
性のための問題として扱われることを懸念
する。今後、ジェンダー平等とワーク・ラ
イフ・バランスの関係をどのように捉えて
いくのかが重要と思われる。

ジェンダー平等の社会を実現するためには、働
きたい誰もが社会の対等な構成員として、その
個性と能力を十分に発揮できることが極めて重
要であると認識しており、３つの基本理念の一
つとして「ワーク・ライフ・バランスの実現を
めざすとともに、誰もが多様な分野に参画し、
互いに認め育て合う社会の実現」を定めており
ます。

計画に考え
方が含まれ
ている

１－５

固定的性別役割分担意識（「男は仕事、女
は家庭」）を解消し、女性が子育て中に離
職しなければならないのではなく、継続し
て働くことができる社会であることが、男
性も女性も尊重される社会であると思う。

３つの基本理念の一つとして「固定的性別役割
分担を解消し、人権を尊重したジェンダー平等
社会の実現」を掲げるとともに、働きたい誰も
が社会の対等な構成員として、その個性と能力
を十分に発揮できる社会づくりをめざしてまい
ります。

計画に考え
方が含まれ
ている

１－６

藤沢市として、何を重視し、どの部分に集
中的に取り組むのかがわかりにくい。もう
少し対象を絞ってもよいのではないか。

〔同様意見他に１件〕

３つの基本理念と６つの重点目標を掲げ、取り
組んでまいります。

今後の取組
の参考とす
る

１－７

国の方針や法律等の影響により、難しいと
は思うが、ジェンダー平等は、男女にかか
わらず、セクシュアルマイノリティの人を
含む多様性を尊重する社会づくりにとって
重要であること、また、単に男女の役割か
らの解放だけでは不十分であるということ
がその都度伝わるような記述があるとよい
と思う。

将来像、３つの基本理念及び６つの重点目標に
基づき、それぞれの課題を踏まえる中で言及を
させていただいております。

計画に考え
方が含まれ
ている

１－８

方向性や理念には賛成だが、現実との乖離
を感じる。プランの実効性の視点からも、
具体的達成目標を決めて取り組む必要性が
あるのではないか。

〔同様意見他に１件〕

「ふじさわ男女共同参画プラン2020」を踏まえ､
引き続き各重点目標ごとに指標を定め、数値目
標を設定することといたします。
また、ジェンダー平等に関する施策は、行政の
各分野や市民生活のさまざまな分野にわたるた
め、市民、ＮＰＯ、ボランティア、大学、企業
など多様な主体と連携・協働して施策を進める
とともに、各施策を着実に推進するため、年度
ごとに事業の進捗管理を行ってまいります。

計画に反映
させる

　１　計画の基本的な考え方に関するもの　〔1３件〕
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番　号 意見概要 市の考え方 反映状況

２－１

藤沢市のジェンダー平等への市民意識は、
まだまだ低いように感じられる。その一因
として、女性が経済的に自立した雇用環境
を得ることが難しいことにあるように思わ
れる。雇用を藤沢市内で創出するような思
い切った施策が必要ではないか。

〔同様意見他に１件〕

働きたい女性が意欲を失わずに、能力を伸長・
発揮できるよう、情報提供や相談支援等、女性
の就業、職域拡大、キャリアアップ、創業を促
進するためのさまざまな支援を行ってまいりま
す。

今後の取組
の参考とす
る

２－２

藤沢市においては、女性の労働力率（Ｍ字
カーブ）の谷が深いことから、全国と比較
し、固定的性別役割分担意識が強く、家庭
内労働の比重の重さがうかがえる。女性の
非正規雇用も高い状況の中で、市役所の窓
口業務について民間委託ということも聞い
ているが、市として積極的に女性の正規雇
用を進め、姿勢を示すべきではないか。

〔同様意見他に２件〕

市における女性の正規雇用につきましては、公
平・公正な競争試験を実施する中で、積極的に
採用を進めてまいります。

今後の取組
の参考とす
る

２－３

地域活動においては、それぞれの立場に応
じた役割分担ができていると感じている。
仕事世代は、やむを得ず、「男は仕事、女
は家庭」ということが多いのではないか。

３つの基本理念の一つである「ワーク･ライフ･
バランスの実現をめざすとともに、誰もが多様
な分野に参画し、互いに認め育て合う社会の実
現」に向け、引き続き取組を進めてまいります｡

今後の取組
の参考とす
る

３－１

学校現場におけるジェンダー平等をもっと
推進する必要があるのではないか。ジェン
ダー平等について、大変保守的な教科書が
使用されていたり、教職員の言動について
も研修の必要性を感じる。性教育について
は、小学校高学年から中学生にかけて、保
健体育だけにとらわれずに行ってほしいと
思う。

〔同様意見他に１件〕

本市立学校におきましては、基本的人権を尊重
したジェンダー平等観を育むとともに、地域の
実態に応じた特色のある教育課程の編成を行い､
ジェンダー平等教育がより充実するように進め
ております。
保健体育科の授業のみにとらわれず、子どもの
発達段階に応じて、理科や道徳、特別活動等の
授業の中で、男女の心身についての基礎的知識
などお互いの性について理解させるとともに、
尊重し合える心を育めるよう教育活動を行って
おります。その際に、活用できるよう、教育委
員会といたしましても小学校４年生と中学校１
年生を対象にセクシュアルハラスメント等防止
リーフレットを作成・配付するなど、資料や情
報を提供しております。
また、教職員に対しては、人権・環境・平和教
育担当者会や経験者研修において、実践上の諸
課題についての検討や講師を招いて講演会を開
催する等、ジェンダー平等観を養っております｡

施策等とし
て取り組ん
でいる

３－２

ジェンダー平等学習の推進において、具体
的な記述があまりなされていないように感
じる中で、藤沢市内のすべての子どもに対
し、できるだけ早い時期から、人権教育を
含む包括的性教育の機会が与えられること
が重要だと感じる。市にゆかりのある性教
育に造詣が深い専門家や産婦人科の医師の
方もおられるので、学校現場において、各
学年で年１回でも、こうした方の話を聞く
機会があるとよいと思う。併せて、親も子
育てについて学ぶ機会が必要だと思う。

〔同様意見他に１件〕

本市立学校におきましては、子どもの発達段階
に応じて､さまざまな学習活動の中でジェンダー
平等教育を実施しており、日常的にも児童・生
徒の性別にとらわれない、個々を大切にした教
育を実践しております。例えば、理科や保健体
育科、道徳の授業の中で、男女の心身について
の学習からお互いの性について理解し、尊重し
合える心を育めるような学習活動を行っており
ます。その中で、講師等を招いて話を聞いたり､
体験活動を行うなど連携して行っております。

今後の取組
の参考とす
る

　２　藤沢市の現状に関するもの　〔６件〕

　３　重点目標と課題・施策の方向性に関するもの　〔２０件〕

　(1)　「重点目標１　人権を尊重したジェンダー平等の社会づくり」に関するもの（４件）
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番　号 意見概要 市の考え方 反映状況

３－３
女性の地域リーダーへの起用促進について
は、男性への意識啓発も必要ではないか。

施策の方向性として、「社会教育におけるジェ
ンダー平等学習の推進」や「ジェンダー平等社
会を支える市民活動の育成・支援」「多様な市
民の地域参加の促進」を位置づけ、取組を進め
てまいります。

計画に考え
方が含まれ
ている

３－４

他自治体においては、駅近接の立地を生か
し、託児機能付きの職場や保育園への送迎
を一括で行うなど女性が自立できる職場、
親の負担を軽減する仕組づくりがなされて
いる。藤沢市もそうした取組が必要ではな
いか。

本市におきましては、仕事と家庭の両立を支え
る保育所の整備について、「藤沢市保育所整備
計画（ガイドライン）」を策定してさまざまな
取組を進めております。
本計画に基づき、鉄道駅の近隣を含む利便性の
高い立地へ認可保育所や小規模保育事業の新設
を進めるとともに、令和２年11月には湘南台駅
の近隣で「幼稚園送迎ステーション」のモデル
事業を開始いたしました。
本市といたしましては、これらの取組を通じ、
女性の自立や子育てを行う保護者の負担軽減を
図ってまいりたいと考えております。

施策等とし
て取り組ん
でいる

３－５

身近なところで、生活に必要な収入を得る
ことができる勤務先が増えれば、出産後も
無理なく仕事を続けることが可能だと思わ
れる。子育てとの両立が可能な働き方を推
進する市内の企業に対し、藤沢市として助
成金を出したり、表彰をするなどのインセ
ンティブを与えてはどうか。

育児と仕事の両立支援に関しましては、国が両
立支援等助成金制度や国の委託事業で表彰を行
う等の取組をしているところです。本市といた
しましては、国が行っている事業の広報・周知
に引き続き努めてまいります。

今後の取組
の参考とす
る

３－６

性差による給与差は解消されるべきだが、
仕事の内容が異なる場合の給与差は当然だ
と思う。

施策の方向性として、「女性の労働条件の向上
と雇用の場における平等の推進」を位置づけ、
基本的な労働条件及び多様化する就労形態にお
ける労働条件の確保・向上を図るため、勤労者
や事業主へ関連法規等についての周知啓発によ
り、誰もが働きやすい環境づくりを推進してま
いります。

今後の取組
の参考とす
る

３－７

働き方の意識の点において、非効率性を改
善し、仕事を早く終えることを“働きが足
りない”とする風潮が依然としてある。取
組の内容No.31に掲げられている「企業や関
係機関との連携」において、より具体的な
取組等を通じ、市民にわかりやすい形でこ
うした点が改善される必要があると思う。
他方、家庭としても時間外手当を期待して
いる側面があり、本音で語り合える環境づ
くりも必要ではないか。

施策の方向性として、「働き方改革に向けた意
識改革の推進」を位置づけ、企業や商工会議所
などと連携し、長時間労働の抑制・職場環境の
改善等を行い、働きがいのある職場形成に取り
組むとともに、生産性の向上に向けた効率的な
働き方、各種制度の普及・啓発活動を進め、働
き方改革を推進してまいります。

今後の取組
の参考とす
る

３－８

女性は離婚後の経済苦が予想できるため、
配偶者の浮気や暴力、暴言（ＤＶ）を我慢
せざるを得ない現実がある。他方、離婚に
向け、こうした立場にある女性が就職活動
をする場合に保育園に子どもを預けること
が難しく、一つの壁になっている。柔軟な
運用をしてもらいたい。

認可保育施設の利用申込にあたり、配偶者と既
に別居しており、かつ離婚の調停を始めている
ことが分かる第三者からの証明書類（家庭裁判
所や弁護士が発行しているもの）や、ＤＶ等の
事情により女性相談を行った旨の証明書が提出
された場合には、申込時点で離婚が成立してい
ない場合であっても、入所審査において、優先
度の高いひとり親家庭とみなす対応を行ってお
ります。

施策等とし
て取り組ん
でいる

　(4)　「重点目標４　あらゆる暴力の根絶」に関するもの（４件）

　(2)　「重点目標２　あらゆる分野でのジェンダー平等の促進」に関するもの（４件）

　(3)　「重点目標３　ワーク・ライフ・バランスの推進」に関するもの（１件）
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番　号 意見概要 市の考え方 反映状況

３－９

性暴力の加害者にも被害者にも傍観者にも
ならず、また、あらゆる差別のない社会づ
くりのためには、子どもの頃からの性教育
や人権教育が重要だと考える。

〔同様意見他に２件〕

子ども・青少年への人権を尊重したジェンダー
平等教育の推進を図るとともに、暴力を認めな
い社会づくりへの理解促進及び心身の発育・発
達と性に関わる教育を推進してまいります。

計画に考え
方が含まれ
ている

３－１０

セクシュアルマイノリティの人々の主張や
行動が強くなり過ぎる状況はどうかと思わ
れる。

セクシュアルマイノリティについては「藤沢市
人権施策推進指針」において、理解が進んでい
ない人権課題の一つとして挙げられています。
市では、誰もが多様な分野に参画し、互いに認
め育て合う社会づくりをめざしてまいります。

計画に考え
方が含まれ
ている

３－１１

セクシュアルマイノリティの人の生きづら
さを解消するためにも、予算をかけて継続
的に事業を行っていく必要があるのではな
いか。

セクシュアルマイノリティの人々が日常生活に
おいて感じる困難や不安を解消するため、行政
手続きやさまざまな場面における支援のあり方
について検討を進めてまいります。

今後の取組
の参考とす
る

３－１２

セクシュアルマイノリティの人が生きやす
い社会とするためには周囲の理解・共感だ
けでなく、法令や制度の整備が重要と考え
る。藤沢市でもパートナーシップ条例を制
定してもらいたい。

本市におきましては、多様性への理解が進み、
差別や偏見のない、自分らしい生き方ができる
社会の実現をめざし、2021年（令和３年）４月
１日より、パートナーシップ宣誓制度を開始い
たします。
セクシュアルマイノリティの人々が日常生活に
おいて感じる困難や不安を解消するため、行政
手続きやさまざまな場面における支援のあり方
について検討を進めてまいります。

今後の取組
の参考とす
る

３－１３

知っているつもり、わかっているつもりに
ならないよう、セクシュアルマイノリティ
の当事者から話を聞く機会を設けることが
重要と考える。

これまでも、当事者の方による講演会及び当事
者の方へのアンケート調査などを実施しており
ますが、セクシュアルマイノリティの人々への
支援充実に向け、人権関連団体等をはじめとす
る多様な主体への働きかけと連携強化を推進し
てまいります。

計画に考え
方が含まれ
ている

３－１４

セクシュアルマイノリティの子どもへの配
慮という点において、中学校の制服の見直
し・廃止なども必要ではないか。

本市立学校におきましては、子どもの発達段階
に応じてさまざまな学習活動の中でジェンダー
平等教育を実施しており、日常的にも児童・生
徒の性別にとらわれない、個々を大切にした教
育を実践しております。
また、教職員に対しても、トイレ、更衣室、男
女別の制服など、困っている生徒がいることを
踏まえ、配慮できるところから整えることの必
要性を考える研修等を、人権・環境・平和教育
担当者会や経験者研修などで行っております。

今後の取組
の参考とす
る

３－１５

セクシュアルマイノリティの子どもへの配
慮という点において、学習指導要領に沿っ
ての教育では足りない点が多いと感じてい
る。思春期の子どもたちに向けて「異性愛
への関心の高まり」を前提とする教科書が
使われているが、多様な性のあり方と人権
尊重の基礎を築く上で、より早い段階から
の配慮が必要であると考える。

〔同様意見他に１件〕

施策の方向性として､「子ども・青少年へのジェ
ンダー平等教育の推進」を位置づけ、子ども・
青少年に固定的な性別役割分担意識を持たせな
いよう配慮し、子ども・青少年が互いの人格や
人権を尊重できる心を育てていくことができる
ように、幼少期からのジェンダー平等意識の形
成を進めてまいります。

計画に考え
方が含まれ
ている

　(5)　「重点目標５　多様な性を尊重する社会づくり」に関するもの（７件）
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番　号 意見概要 市の考え方 反映状況

４－１
資料が多いように感じる。もう少し簡潔に
できないか。

2021年度（令和３年度）から2030年度（令和12
年度）までの10年間を目標年次とした計画であ
ること、及び学識経験者、関係団体等からの推
薦委員、市民公募委員で構成される「ふじさわ
男女共同参画プラン推進協議会」でのご意見等
も踏まえて策定をしております。

今後の取組
の参考とす
る

４－２

男女共同参画に関する取組に参加するよう
になって、男女の格差について認識するこ
とができるようになった。

３つの基本理念の一つである「固定的性別役割
分担を解消し、人権を尊重したジェンダー平等
社会の実現」に向け、引き続き取組を進めてま
いります。

今後の取組
の参考とす
る

４－３
10年間の計画は大変だと思うが、市民の一
人として役に立てればよいと思う。

ジェンダー平等に関する施策は、行政の各分野
や市民生活のさまざまな分野にわたります。そ
のため、市民、ＮＰＯ、ボランティア、大学、
企業など多様な主体と連携して施策を進めるこ
とが不可欠となっております。計画では、重点
目標ごとに、目標を実現するための担い手の役
割と方向性を示しております。

計画に考え
方が含まれ
ている

　４　その他　〔３件〕
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